
一
頁

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
四
条
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
の
株
式
会
社
」
の
下
に
「
（
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
係
る
組
合
員
た
る
事
業
主
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
の
子
会
社
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
係
る
組
合
員
た
る
事
業
主
で

あ
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

関
係
会
社
が
、
前
条
第
一
項
又
は
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
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で
き
な
い
。

第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
五
条
の
二

事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
主
及
び
そ
の
す
べ
て
の
子
会
社
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
主
及
び

当
該
申
請
に
係
る
子
会
社
（
以
下
「
関
係
子
会
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
関
係
親
事
業
主
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、

当
該
関
係
子
会
社
の
事
業
所
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
。

一

当
該
事
業
主
が
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
担
当
す
る
者
を
同
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
て
お
り
、
か
つ
、

そ
の
者
が
当
該
関
係
子
会
社
に
つ
い
て
も
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
事
業
主
が
、
自
ら
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
及
び
当
該
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ

れ
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
を
確
実
に
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
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三

当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
関
係
子
会
社
が
そ
の
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
若
し
く
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
管
理
を
適
正
に
行

う
に
足
り
る
能
力
を
有
し
、
又
は
他
の
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
若
し
く
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者

の
行
う
業
務
に
関
し
、
そ
の
行
う
事
業
と
当
該
他
の
関
係
子
会
社
の
行
う
事
業
と
の
人
的
関
係
若
し
く
は
営
業
上
の
関

係
が
緊
密
で
あ
る
こ
と
。

２

関
係
子
会
社
が
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
子
会
社
又
は
当
該
関
係
会
社
を
関
係
子
会
社
と
み
な
し
て
、
前
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を

除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

事
業
主
で
あ
つ
て
、
そ
の
関
係
子
会
社
に
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
も
の
は
、
同
項
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
第
三
号
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
重
度
身
体
障
害
者
又

は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
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あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

５

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
五
条
の
三

事
業
協
同
組
合
等
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
複
数
の
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
（
そ
の

雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
事
業
主
に
限
り
、
第
四

十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
又
は
こ
の
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
、
関
係
会
社
、
関
係
子
会
社

又
は
組
合
員
た
る
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
協

同
組
合
等
及
び
当
該
特
定
事
業
主
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

（
以
下
「
特
定
組
合
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特

定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該

特
定
組
合
等
の
事
業
所
と
み
な
す
。

一

当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
が
行
う
業
務
に
関
し
、
当

該
事
業
協
同
組
合
等
の
行
う
事
業
と
当
該
特
定
事
業
主
の
行
う
事
業
と
の
人
的
関
係
又
は
営
業
上
の
関
係
が
緊
密
で
あ
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る
こ
と
。

二

当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
定
款
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
第
五

十
三
条
第
一
項
の
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
徴
収
さ
れ
た
場
合
に
、
特
定
事
業
主
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ

る
労
働
者
の
雇
用
状
況
に
応
じ
て
当
該
障
害
者
雇
用
納
付
金
に
係
る
経
費
を
特
定
事
業
主
に
賦
課
す
る
旨
の
定
め
が
あ

る
こ
と
。

三

当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
、
自
ら
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
及
び
当
該
特
定
事
業
主

に
雇
用
さ
れ
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
事
業
（
第

三
項
に
お
い
て
「
雇
用
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
に
お
い

て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
実
施
計
画
に
従
つ
て
、
当
該
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働

者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
を
確
実
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
そ
の
数
の
当
該

事
業
協
同
組
合
等
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
及
び
率

以
上
で
あ
る
こ
と
。
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五

当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
管
理
を
適
正
に
行

う
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２

こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
は
、
事
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
で

あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

雇
用
促
進
事
業
の
目
標
（
事
業
協
同
組
合
等
及
び
特
定
事
業
主
が
そ
れ
ぞ
れ
雇
用
し
よ
う
と
す
る
身
体
障
害
者
又
は

知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
に
関
す
る
目
標
を
含
む
。
）

二

雇
用
促
進
事
業
の
内
容

三

雇
用
促
進
事
業
の
実
施
時
期

４

特
定
事
業
主
が
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
又
は
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
同
項
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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５

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
六
号
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
協
同
組
合
等
及
び
特

定
事
業
主
に
つ
い
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
事
業
主
」
の
下
に
「
（
特
定
組
合
等
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
特
定
事
業
主
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
親
事
業
主
に
係
る
」
を
「
親
事
業
主
又
は
関
係
親
事
業
主
に
係
る
」
に
、
「
労
働
者
は
、
」
を

「
労
働
者
は
」
に
改
め
、
「
労
働
者
と
」
の
下
に
「
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み

が
雇
用
す
る
労
働
者
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
第
六
項
中
「
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
親
事
業
主
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
同
条
第
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四
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
に
、
「
前
項
」
を
「
、
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

親
事
業
主
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
及
び
当
該

関
係
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
親
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者

は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み

が
雇
用
す
る
労
働
者
と
み
な
す
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八

条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
親
事
業
主
」
の
下
に
「
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
親
事

業
主
に
係
る
」
を
「
親
事
業
主
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
」
に
改
め
、
「
機
構
は
」
の
下
に
「
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
又
は
当
該
子
会
社
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
」
を
「
、
当
該
子
会
社
若
し
く
は

当
該
関
係
会
社
、
当
該
関
係
親
事
業
主
若
し
く
は
当
該
関
係
子
会
社
又
は
当
該
特
定
組
合
等
若
し
く
は
当
該
特
定
事
業
主
」

に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
同



九
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条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
親
事
業
主
」
の
下
に
「
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
」
を
加

え
る
。

第
五
十
六
条
第
七
項
中
「
第
四
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
、
親
事
業
主
」
の
下
に
「
、

関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
中
「
、
当
該
親
事
業
主
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
親
事
業
主
」

と
、
」
を
「
同
条
第
六
項
中
」
に
、
「
と
あ
る
の
は
「
と
」
を
「
と
あ
る
の
は
、
「
と
」
に
改
め
、
「
事
業
所
と
」
の
下
に

「
、
当
該
関
係
子
会
社
の
事
業
所
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
事
業
所
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該
特
定
組
合
等

の
事
業
所
と
」
を
加
え
る
。

第
六
十
九
条
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
（
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
（
第
四
十
五
条
の
三
第
五
項
、
第
四
十
六
条

第
二
項
、
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
第
四
十
五
条
の

二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
と
み



一
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な
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
重
度
身
体
障
害
者

又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る

数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当

す
る
も
の
と
み
な
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
第
一

項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
雇
用
す
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
す
る
労
働
者
又
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は

重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
、
「
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
知
的

障
害
者
で
あ
る
労
働
者
又
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
、
同
項
第
四
号

中
「
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
者
若
し
く
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

」
と
、
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
中
「
が
雇
用
す
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
が
雇

用
す
る
労
働
者
又
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
、
「
又
は
知
的
障
害
者

で
あ
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
又
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
又
は
重
度
身
体
障
害
者
若
し
く
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
す
る
。
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第
七
十
一
条
第
四
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十

六
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第

四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
二
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
（
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
（
第
四
十
五
条
の
三
第
五
項
、
第
四
十

六
条
第
二
項
、
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
四
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
第
三
号
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労

働
者
と
み
な
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

第
二
号
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
知
的
障
害

者
で
あ
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
知
的
障
害
者
又
は
第
七
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
」



一
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と
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
知
的
障
害
者
若

し
く
は
第
七
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
」
と
す
る
。

第
七
十
二
条
の
六
中
「
及
び
第
七
十
一
条
第
四
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
並

び
に
」
を
「
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
」
と
あ
り
、
並
び
に
」
に
、
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
に
改

め
る
。

第
七
十
四
条
の
二
第
九
項
中
「
親
事
業
主
に
係
る
」
を
「
親
事
業
主
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
」
に
改

め
、
「
当
該
子
会
社
及
び
当
該
関
係
会
社
が
」
を
削
り
、
「
支
払
つ
た
額
は
、
」
を
「
支
払
つ
た
額
に
関
し
、
当
該
子
会
社

及
び
当
該
関
係
会
社
が
支
払
つ
た
額
は
」
に
、
「
の
み
が
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
対
価
と
し
て
在
宅
就
業
障
害
者

に
対
し
て
」
を
「
の
み
が
支
払
つ
た
額
と
、
当
該
関
係
子
会
社
が
支
払
つ
た
額
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み
が
支
払
つ
た
額

と
、
当
該
特
定
事
業
主
が
支
払
つ
た
額
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
が
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
支
払
つ
た
額
は
」
を
「
に
関
し
」
に
、
「
支
払
つ
た
額
と
」
」
を
「
と
み
な
す
」
」
に
、

「
支
払
つ
た
額
と
、
当
該
子
会
社
及
び
当
該
関
係
会
社
に
係
る
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
親
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事
業
主
の
み
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
」
を
「
と
、
当
該
子
会
社
及
び
当
該
関
係
会
社
に
係
る
次

条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
当
該

親
事
業
主
の
み
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
、
当
該
関
係
子
会
社
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
関
係
親
事
業

主
の
み
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
、
当
該
特
定
事
業
主
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
に

係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
み
な
す
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
六
項
中
「
支
払
つ
た
額
は
」
を
「
に
関
し
」
に
、
「
支
払
つ
た
額
と
」
」
を
「
と
み
な
す
」
」
に
、
「
支

払
つ
た
額
と
、
当
該
子
会
社
及
び
当
該
関
係
会
社
に
係
る
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
親
事
業

主
の
み
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
」
を
「
と
、
当
該
子
会
社
及
び
当
該
関
係
会
社
に
係
る
次
条
第

一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
当
該
親
事

業
主
の
み
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
、
当
該
関
係
子
会
社
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の

み
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
、
当
該
特
定
事
業
主
に
係
る
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
に
係
る

在
宅
就
業
対
価
相
当
額
と
み
な
す
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」

に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
親
事
業
主
」
の
下
に
「
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合



一
四
頁

等
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
四
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条

第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
中
「
、
当
該
親
事
業
主
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
親
事
業
主
」
と
、
」
を
「
同
条
第

六
項
中
」
に
、
「
と
あ
る
の
は
「
と
」
を
「
と
あ
る
の
は
、
「
と
」
に
改
め
、
「
事
業
所
と
」
の
下
に
「
、
当
該
関
係
子
会

社
の
事
業
所
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
事
業
所
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該
特
定
組
合
等
の
事
業
所
と
」
を
加

え
る
。

第
二
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
節

重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
等
に
関
す
る
特
例
（
第
六
十
九
条

第
四
節

精
神
障
害
者
に
関
す
る
特
例
（
第
七
十
二
条
の
二
―
第
七
十
三
条
）

目
次
中

第
五
節

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
以
外
の
障
害
者
に
関
す
る
特
例
（
第
七
十
四
条
）

第
六
節

障
害
者
の
在
宅
就
業
に
関
す
る
特
例
（
第
七
十
四
条
の
二
・
第
七
十
四
条
の
三
）

―
第
七
十
二
条
）

「
第
三
節

精
神
障
害
者
に
関
す
る
特
例
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十
三
条
）



一
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を

第
四
節

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
以
外
の
障
害
者
に
関
す
る
特
例
（
第
七

第
五
節

障
害
者
の
在
宅
就
業
に
関
す
る
特
例
（
第
七
十
四
条
の
二
・
第
七
十
四
条
の
三
）

」

十
四
条
）

に
改
め
る
。

」

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
（
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
、
当
該
機
関
に
勤
務
す
る
通
常
の
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
時
間
に
比

し
短
く
、
か
つ
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
数
未
満
で
あ
る
常
時
勤
務
す
る
職
員
（
以
下
「
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
職
員
は
」
を
「

職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

２

前
項
の
職
員
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
（
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
、
当
該
機
関
に
勤
務
す
る

通
常
の
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
く
、
か
つ
、
第
四
十
三
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
数
未
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満
で
あ
る
常
時
勤
務
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
職

員
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で

あ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め

る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
職
員
に
相
当

す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
、
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間

の
所
定
労
働
時
間
に
比
し
短
く
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
数
未
満
で
あ
る
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
（
以
下
「

短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
」
を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
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三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
、
「
労
働
者
は
」
を
「
労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
）
は
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
第
二
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る

労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
三
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
前
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労

働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
、
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
し
短
く
、
か
つ
、
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
時
間
数
未
満
で
あ
る
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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８

第
一
項
及
び
前
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
並
び
に
第
二
項
の
労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
短
時
間
労
働

者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
二
号
の
労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
数
の
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
第
二
号
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知

的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障

害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
七
十
八
条

第
一
項
各
号
」
に
、
「
同
条
の
」
を
「
同
項
の
」
に
、
「
同
条
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
七
十
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八
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
同
条
の
」
を
「
同
項
の
」
に
、
「
同
条
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
労
働
者

は
」
を
「
労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
）
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

６

第
一
項
第
三
号
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令

で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働

者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
第
三
号
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知

的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障

害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
及
び
第
五
項
」
を
「
及
び
第
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七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
は
、
」
を
「
規
定
は
第
一
項
第
四
号
の
身
体

障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
及
び
同
項
第
四
号
の
労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
職
員
の
採
用
」
を
「
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
採
用
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
職
種
の
労
働
者
」
の
下
に
「
（
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
節
」
を
「
第
五
節
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
五
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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３

第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
四
条
第
四
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
前
項
」
を
「
第
三
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
並
び
に
前
項
の
労
働
者
の
総
数
の
算

定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
る
。

第
三
章
第
三
節
を
削
る
。

第
七
十
二
条
の
二
中
「
か
ら
第
七
十
二
条
の
五
ま
で
」
を
「
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
」
に
、
「
第
一
節
及
び
第
二
節
」
を

「
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
職
員
及
び
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
関
す
る
前
二
節
」
に

、
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
二

第
四
項
（
第
四
十
五
条
の
三
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
（
第
四
十
五
条
の
三
第
六
項
」
に
、
「
第
五
十
条
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
条
第
四
項
、
第

五
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第
四
節
中
同
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
。
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第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
相
当
す
る
数
」
の
下
に
「
（
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
相
当
す
る
数
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
二
条
の
二
」
を
「

第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
条
と
す
る
。

第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
相
当
す
る
数
」
の
下
に
「
（
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
一

人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
相
当
す
る
数
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「

第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
み
な
し
」
を
「
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障

害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
し
」
に
、
「
第
七
十
二

条
の
二
」
を
「
第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
み
な
す
」
を
「
み
な
し
、
同
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害

者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
関
す
る
納
付
金
関
係
業
務
の
実
施
等
）
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第
七
十
二
条

第
五
十
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で

あ
る
労
働
者
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的

障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２

第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
（
第
五
十
二
条
第
一
項
に
係
る
罰
則
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
と
み
な
す
。

第
七
十
二
条
の
五
及
び
第
七
十
二
条
の
六
を
削
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
を
削
る
。

第
三
章
中
第
四
節
を
第
三
節
と
し
、
第
五
節
を
第
四
節
と
す
る
。

第
七
十
四
条
の
二
第
十
項
中
「
第
五
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
は
第
二
項
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
五

十
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
中
「
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
知
的



二
四
頁

障
害
者
又
は
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
」
と
、
「
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働

者
」
と
あ
る
の
は
「
、
知
的
障
害
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
三
章
中
第
六
節
を
第
五
節
と
す
る
。

第
七
十
八
条
中
「
常
時
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「
常
時
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
三

条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
（
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
八
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
八
十
六
条
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
項
及
び
第
七
十
八
条
」
を
「
第
七
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
見
出
し
中
「
三
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
」
を
「
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
二
百
人
以
下
で
あ
る

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
常
時
三
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
」
を
「
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
二
百



二
五
頁

人
以
下
で
あ
る
」
に
、
「
第
六
節
」
を
「
第
五
節
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
常
時
三
百
人
以
下
の
労
働
者

を
雇
用
す
る
」
を
「
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
二
百
人
以
下
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
十
五
条

の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て

、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
第
五
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
五
十
条
第
五
項
及
び
第

六
項
」
に
、
「
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
項
の
規
定
は
第
四
項
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又

は
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
を

「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働

10
者
と
み
な
し
、
同
項
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
精
神
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
七
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は

知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

附
則
第
四
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。



二
六
頁

第
三
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
節

障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条
）

目
次
中

を
「
第
四
節

障
害
者
就

第
五
節

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
）
」

業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
六
条
）
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
及
び
第
二
十
八
条
第
三
号
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
四
号
中
「
の
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
、
第
三
十
四
条
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
」

を
「
第
二
十
八
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
五
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
の
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
う
業
務
、
第
三
十
四
条
」
を
削
る
。

「
第
四
節

障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
四
節

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
就
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の

支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。
）
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と



二
七
頁

を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十

二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
、
業
務
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
計
画
を
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
の
運
営
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
支
援
対
象
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
そ
の

他
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
並
び

に
当
該
指
定
に
係
る
地
域
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
八
頁

（
業
務
）

第
二
十
八
条

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

支
援
対
象
障
害
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
地
域
障

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
施
設
、
医
療
施
設
、
特
別
支
援
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
。

二

支
援
対
象
障
害
者
が
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
業
主
に
よ
り
行
わ
れ
る
職
業
準
備
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
対
象
障
害
者
が
そ
の
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
業
務

を
行
う
こ
と
。

第
二
十
九
条
中
「
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
前
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。



二
九
頁

第
二
章
第
五
節
の
節
名
を
削
り
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
三
十
三
条

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
は
、
第
二
十
八

条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で

削
除

第
四
十
九
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
八
号
の
二
を
第
八
号
と
す
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
、
「
同
項
第
八
号
の
二
」
を
「
同
項
第
八
号

」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
中
「
、
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
八
十
八
条
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
見
出
し
中
「
二
百
人
」
を
「
百
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
二
百
人
」
を

「
百
人
」
に
改
め
る
。



三
〇
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

二

第
三
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

三

第
三
条
中
附
則
第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

（
障
害
者
雇
用
納
付
金
及
び
障
害
者
雇
用
調
整
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
を
い
う
。
）
の
数
が
常
時
二
百
一
人
以
上
三

百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
新
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第

一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十

四
条
第
二
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
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額
」
と
す
る
。

２

新
法
第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
を
い
う
。
）
の
数
が
常
時
百
一
人
以
上
二
百

人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
新
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第

五
十
四
条
第
二
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
額
」
と
す
る
。

２

新
法
第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
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す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
七
十
二
条
第
三
項
、
」
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
常
時
三
百
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
」
を
「
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時

二
百
人
以
下
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
百
人
」
を
「
百
人
」
に
改
め
る
。

（
発
達
障
害
者
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
の
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。
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理

由

中
小
企
業
に

障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
そ
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、

関
し
て
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
等
の
対
象
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
義
務
の
対
象
に
追
加
す

等
、
施
策
の
充
実
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

る


